
子どもの自殺対策プロジェクトチーム会議 次第 

 

日  時  令和４年 10月 25日（火）10:30～12:00 

場  所  県庁本館 特別会議室 

 

 

１ 開 会 

 

２ あいさつ 

 

３ 会議事項 

(1) 未成年者の自殺の現状について【資料１】 

 

(2) 第３次長野県自殺対策推進計画及び長野県「子どもの自殺ゼロ」を目指す 

戦略の取組状況について【資料２】 

  

(3) 第４次長野県自殺対策推進計画の策定について【資料３、４】 

 

(4) 高校生世代の自殺対策について【資料５】（以下非公開） 

   

 (5) その他 

    

４ 閉 会 



子どもの自殺対策プロジェクトチーム構成員名簿 

R4 年度〜 

職 氏  名 所属及び職 備考 

座 長 阿部 守一 長野県知事  

座長代理 内堀 繁利 長野県教育委員会教育長  

構成員 北村 康彦 
長野県中学校長会長 

長野市立柳町中学校長 
 

〃 駒瀬  隆 
長野県高等学校長会長 

長野県飯田高等学校長 
 

〃 佐々木 尚子 
長野県教育委員会スクールカウンセラー 

（公認心理師・臨床心理士） 
 

〃 清水 康之 特定非営利活動法人 ライフリンク代表 欠席 

〃 塚田 由美 中央児童相談所長  

〃 長岡 秀貴 
特定非営利活動法人 

侍学園スクオーラ・今人 理事長 
 

〃 西沢  宏 エクセラン高等学校長  

〃 本田 秀夫 
精神科医師 

信州大学医学部子どものこころの発達医学教室教授 
 

〃 宮嵜 貞子 長野県教育委員会スクールソーシャルワーカー  

〃 森田  舞 
コーチングアカデミー長野校校長 

ゆめサポママ＠ながの共同代表 
 

〃 矢島 宏美 

特定非営利活動法人 子ども・人権・エンパワメント 

ＣＡＰながの代表 

長野県教育委員 

 

五十音順、敬称略 
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H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

県 未 成 年 者 自 殺 者 数 (人) 15 17 19 19 11 11 14 17 13 14 16

県 未 成 年 者 自 殺 死 亡 率 (人口10万対) 3.80 4.34 4.90 5.00 2.99 3.00 3.87 4.78 3.74 4.13 4.80

全国未成年者自殺死亡率 (人口10万対) 2.56 2.59 2.44 2.41 2.44 2.30 2.59 2.82 3.11 3.68 3.74

12 17 17 17 12 11 12 12 10 13 12少年非行の概況による自殺者数 （人）

長野県の未成年者の自殺者数・自殺死亡率（人口10万対）の推移（～R3） 資料１

令和4年（2022年）10月25日 保健・疾病対策課

■単年の推移 ※出典：人口動態統計（厚生労働省 自殺日・住所地）、人口推計（総務省）

■未成年者の自殺死亡率は、

全国平均を上回って推移

している。

■令和３年の未成年者の自殺

死亡率は、全国、長野県と

もに上昇している。

（人） （人口10万対）
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県未成年者自殺者数 県未成年者自殺死亡率

全国未成年者自殺死亡率

（参考）統計による数値の違い
●人口動態統計（厚生労働省）

自殺日・住所地
●自殺統計（厚生労働省）

自殺日・住居地
●少年非行の概況（長野県警）

発見日・発見地



長野県の未成年者の校種別自殺者数（H29～R3）

※出典：警察庁自殺統計原票データを厚生労働省（自殺対策推進室）において特別集計
（自殺日・住居地）

※3件未満はNAと表示

■ 長野県も全国も高校生が最も多い。

■ 長野県は全国と比べ、高校生、有職者

の割合が多い。

■ 長野県は全国と比べ、中学生、大学生、

専修学校生等の割合が低い。

2

■過去５年（合計）の未成年者の自殺者の状況
全国比
(%)

長野県① 全国② 長野県 全国 ①/②

小 学 生 0 51 0.0 1.5 0.0

中 学 生 6 637 10.3 19.0 0.9

高 校 生 35 1,381 60.3 41.2 2.5

大 学 生 NA 301 NA 9.0 NA

専 修 学校 生等 NA 250 NA 7.5 NA

計 44 2,620 75.9 78.2 1.7

10 396 17.2 11.8 2.5

4 326 6.9 9.7 1.2

0 8 0.0 0.2 0.0

58 3,350 100 100 1.7

有 職 者

無 職 者

不 詳

計

学生・生徒等

大区分 中区分
自殺者数(人) 構成割合(%)

男子 女子 計 男子 女子 計 男子 女子 計 男子 女子 計 男子 女子 計 男子 女子 計 男子 女子 総計

中 学 生 0 0 0 1 0 1 2 1 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 5 1 6

高 校 生 5 2 7 4 3 7 1 5 6 6 2 8 9 0 9 5 1 6 30 13 43

その他の学生 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2 6 0 6

有 職 少 年 1 1 2 1 1 2 2 1 3 0 0 0 0 1 1 3 0 3 7 4 11

無 職 少 年 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 1 4

計 8 3 11 8 4 12 5 7 12 8 2 10 12 1 13 10 2 12 51 19 70

区分
R2 合計H28 H29 H30 R1 R3

■過去５年（単年）の未成年者の自殺者数の推移 ※出典：長野県警「少年非行の概況」（発見日・発見地）

■長野県の自殺者は、男子が多い。（H30年を除く）

■R3は5年ぶりに中学生の自殺者数が0人となった。 ※小学生は0人のため除外



未成年者の原因・動機別の自殺者数（H29～R3）

※出典：警察庁自殺統計原票データを厚生労働省（自殺対策推進室）において特別集計（自殺日・住居地）

注１）遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機を１人につき３つまで

計上可能としているため、原因・動機別の和と自殺者数は一致しない。

注２）内訳（細区分）は長野県の特徴的な原因・動機のみを計上している。

また、区分別計はその区分の実数であるため、細区分の合計とは一致しない。

（実数3件未満はNAと表示）
2

（%）

■親子・その他家族関係の不和、統合失調症、就職
失敗・生活苦、学業不振が全国の割合より特に高く
なっている。

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

親

子

関

係

の

不

和

そ

の

他

家

族

関

係

の

不

和

う

つ

病

統

合

失

調

症

そ

の

他

（

そ

の

他

の

精

神

疾

患

等

）

就
職
失
敗
、
生
活
苦
等

仕

事

疲

れ

、

仕

事

の

人

間

関

係

等

失

恋

、

交

際

を

め

ぐ

る

悩

み

等

入

試

や

進

路

の

悩

み

い

じ

め

学

業

不

振

学

友

と

の

不

和

そ

の

他

（

教

師

と

の

関

係

等

）

【長野県と全国の構成割合】

長野県 全国

区　分 細　区　分 長野県 全国 長野県 全国

家庭問題 親子関係の不和 6 238 13.3 10.5

その他家族関係の不和 4 70 8.9 3.1

家族のしつけ・叱責 NA 160 NA 7.0

その他（家族の死亡等） NA 115 NA 5.1

計 13 583 28.9 25.6

健康問題 身体の病気 NA 57 NA 2.5

うつ病 5 258 11.1 11.4

統合失調症 3 64 6.7 2.8

その他（その他の精神疾患等） 4 336 8.9 14.8

計 14 715 31.1 31.5

経済・生活問題 就職失敗、生活苦等 4 68 8.9 3.0

勤務問題 仕事疲れ、仕事の人間関係等 0 147 0.0 6.5

男女問題 失恋、交際をめぐる悩み等 3 278 6.7 12.2

学校問題 入試や進路の悩み 5 381 11.1 16.8

いじめ 0 21 0.0 0.9

学業不振 9 284 20.0 12.5

学友との不和 3 129 6.7 5.7

その他（教師との関係等） 4 175 8.9 7.7

計 21 990 46.7 43.6

その他 7 279 15.6 12.3

自殺者数　a 58 3,350 - -

原因・動機不詳者数  b 13 1,077 - -

原因・動機特定者数 c=a-b  （割合：c/a） 45 2,273 77.6 67.9

原因・動機 自殺者数（人）
原因・動機特定者

に占める割合（％）



長野県の自殺対策の取組の評価 ①

1

現行計画の評価とこれまでの取組状況との関連［基本施策］

資料２

区分 基本施策

取組実績

(実施+コロナで

一部未実施)

現行計画の評価指標の項目
計画

策定前

目標

（2022）

現在

（時点）
評価

比較

結果

目標 基本施策と重点施策全体 98.2% 自殺死亡率（人口10万対）
16.5

（2016）
13.6

16.3

(2021)
要努力 △

自殺対策計画を策定している市町村数
48市町村

(2017.3）
77市町村

73市町村

(2022.3)
順調 〇

自殺対策推進センターの研修開催数
3回

（2017）
3回以上

3回

（2021）
順調 〇

自殺対策連絡会議の開催数
2回

（2017）
1回以上

1回

（2021）
順調 〇

自殺対策戦略会議の開催数
1回

（2017）
1回以上

1回

（2021）
順調 〇

支援関係者を対象とした研修等を実施する圏域

数

9圏域

（2016）
10圏域

4圏域

（2021）
要努力 △

ゲートキーパー研修受講者数
4,494人

（2017）

5,219人

以上

12,073人

（2021）
順調 〇

「よりそいホットライン」の認知率
23.4％

（2021）

「こころの健康相談統一ダイヤル」の認知率
42.6％

（2021）

「ゲートキーパー」の認知率 - 1/3以上
12.9％

（2021）
要努力 △

5 様々な「生きる支援」の推進 97.5% 自殺未遂者支援に取り組む医療機関の割合
83.3％

（2016）
増加

87.3％

（2021）
順調 〇

100%

100%

100%

100%

1

県民への啓発と周知

自殺対策を支える人材の育成

地域・庁内におけるネットワークの強化

市町村等への支援の強化

2

3

4

要努力 △- 2/3以上



長野県の自殺対策の取組の評価 ②

2

現行計画の評価とこれまでの取組状況との関連［重点施策］

区分 重点施策

取組実績

(実施+コロナで

一部未実施)

現行計画の評価指標の項目
計画

策定前

目標

（2022）

現在

（時点）
評価

比較

結果

20歳未満の自殺死亡率
3.0

（2016)
0

4.80

（2021）
要努力 △

SOSの出し方に関する教育を実施する公立中学

校の割合
- 100%

87.8％

（2021）
要努力 △

自殺対策(｢SOSの出し方に関する教育｣を含む)に

関する研修に参加する公立中・高等学校数
- 全校参加

290校中

270校
要努力 △

自殺対策(｢SOSの出し方に関する教育｣を含む)に

関する学校関係者と行政職員等が参加する研修

会の開催回数

-
年1回

開催

5回

（2021）
順調 〇

70歳以上の自殺死亡率が全国より低い圏域数
8圏域

（2016）
10圏域

6圏域

（2021）
要努力 △

生きがいを持って生活している高齢者の割合
65.2％

（2016）
増加

60.1％

（2019）
要努力 △

経済・生活問題を理由とする自殺者数
65人

（2016）
48人以下

51人

（2021）
順調 〇

生活困窮者自立支援制度と自殺対策の支援関係

者が参加する研修等を実施する圏域数
- 10圏域

4圏域

（2021）
要努力 △

生活困窮者自立支援制度と自殺対策の担当課が

互いの関係機関との連絡会議等に参画
-

年1回

以上参加

1回

（2021）
順調 〇

勤務問題を理由とする自殺者数
46人

（2016）
34人以下

29人

（2021）
順調 〇

職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業数
88社

（2018）
200社

198社

（2021）
順調 〇

健康経営優良法人認定法人数

・大規模法人部門 3社 30社

・中小規模法人部門 11社 434社

（2021）

生活困窮者自立支援制度と自殺対策の連携強化3

4

高齢者の自殺対策の推進

未成年者の自殺対策の強化

勤務問題による自殺対策の推進

1

2

97.5%

順調 〇

87.5%

92.3%

増加

100%



取組状況･･･戦略初年度（R1）から令和３年度までの取組状況を次の基準で評価
Ａ：実施 Ｂ：一部実施（コロナの影響） Ｃ：一部実施（コロナ以外の影響）

Ｄ：年度内に実施予定 Ｅ：実施予定なし（事業廃止等）

Ｆ：実施予定なし（コロナの影響により中止） Ｇ：実施予定なし（Ｅ、Ｆ以外）

3

数値目標
（第３次計画）

※F、Gはなし

長野県の自殺対策の取組の評価 ③

「子どもの自殺ゼロ」を目指す戦略のこれまでの取組状況と評価

現行計画の評価指標の項目
計画

策定前

目標

（2022）

現在

（時点）
評価

比較

結果

20歳未満の自殺死亡率
3.0

（2016)
0

4.80

（2021）
要努力 △
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戦略の位置付け  第３次長野県自殺対策推進計画（平成 30 年３月策定）を踏まえた「子ど

もの自殺対策」に特化した個別戦略（戦略期間：2019 年度～2022 年度） 

基 本 方 針  自殺のリスクを誰にも気づいてもらえない子ども、必要な支援が受けられ

ない子どもをゼロにすることにより、「子どもの自殺ゼロ」を目指す。 

戦 略 の 特 徴  ○ ハイリスクの子どもの把握と「子どもの自殺危機対応チーム」設置 

○ 進化する戦略（ビッグデータのＡＩによる多角的分析の検討等） 

 

 

○ ハイリスク者への危機介入の強化が必要 

大人の認識不足、関係機関の連携・対応力の強化、相談支援を受けやすい環境づくり 

○ 危機的状況に陥らないための教育等が必要 

    援助希求行動がとれない、コミュニケーションが苦手等 

○ 子どもを取り巻く環境を整備する必要 

    子どもの心に響く効果的取組、多様な子どもの居場所、ネット時代に特有の課題等 

 

 

重点施策  ハイリスクの子どもの把握と「子どもの自殺危機対応チーム」による 

対応困難ケースへの個別支援、人材育成 

主な取組 

   １ ハイリスク者の実態把握と関係機関による情報共有 

    ・ 学校や市町村等が抱えているハイリスクの子どもの実態を把握、関係機関の情報

共有により円滑な連携支援を実現 

   ２ 「子どもの自殺危機対応チーム」（以下、「対応チーム」という。）による個別支援 

    ・ 自殺対策の専門家で構成する対応チームが、困難ケースに対応 

 ３ 人材育成 

    ・ 地域の支援者が、対応チームによる個別支援に関わり、実践的な対応力を向上 

    ・ 対応チームの支援を通じて得られたノウハウを研修により県内に普及 

   ４ 精神科医療へのつなぎ強化 

    ・ 早期から適切な精神科医療を受けられるよう、圏域ごとに設置する関係者会議等

のネットワークを活用した「つなぎ」の強化 

長野県「子どもの自殺ゼロ」を目指す戦略の概要 

現
状
と
課
題 

 
 

重
点
施
策
と
そ
の
主
な
取
組 

資料２ 

00207771
長方形

00207771
タイプライターテキスト
（参考）

00207771
タイプライターテキスト
5



 

 

 

 

（１）大人の気づきの感度と対応力の強化 

 ○ 県民との危機感の共有とゲートキーパー研修の拡充 

 ○ ＰＴＡ指導者研修、学級ＰＴＡの機会等を活用した保護者に対する啓発 

 ○ 教職員向け自殺予防研修の充実、教職員会議における研修の実施 

 ○ 子ども支援者を対象とするスキルアップ研修会の開催 

（２）困難ケースへの対応の強化 

 ○ ハイリスクの子どもの把握と対応困難ケースに対応する対応チーム設置 

 ○ 対応チームによる支援に地域支援者が関わることで実践的対応力の向上 

 ○ 早期から適切な精神科医療を受けられるよう、「つなぎ」の強化 

 ○ ハイリスクの子どもに対する切れ目ない包括的な支援のための関係機関 

   の連携強化（子ども家庭支援ネットワークの普及促進、「まいさぽ」との連携） 

（３）学校の対応力の強化 

 ○ スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの拡充と資質向上 

 ○ 実態把握を踏まえた関係機関との連携のあり方、効果的な人材配置の研究 

 ○ 学校環境適応感尺度（アセス）の活用によりＳＯＳを発信する生徒を 

   早期把握・対応 

（４）相談・支援体制の強化 

 ○ ＳＮＳ相談から実支援へのつなぎの強化 

 ○ 生活困窮家庭の子どもの学習・生活支援の拡充 

 ○ 自殺事例の分析結果、支援を通じて得た知見を対策に反映 

 

１ 自殺のリスクを抱えた未成年者への危機介入（ハイリスクアプローチ） 

子

ど

も

の

自

殺

ゼ

ロ

を

目

指

す 

２ 自殺のリスクを抱える前段階における予防策（ポピュレーションアプローチ） 

３ 自殺のリスクを抱えさせない「生き心地の良い地域づくり」 

○ ＳＯＳの出し方に関する教育の全県展開 

○ ＳＳＴ（ソーシャル・スキル・トレーニング）の充実 

○ 日本財団ＨＥＲＯｓアンバサダーによる講演・ワークショップ 

○ ＳＮＳを活用した情報発信 

○ 若者から「生き心地のよい」地域づくりの提言をもらう機会の創出  

○ 住民支え合いワークショップの開催支援 

○ 多様な居場所づくりの推進（大学生のサポートを得られるなど） 

○ インターネットの適正利用の推進 

00207771
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第４次長野県自殺対策推進計画の策定について 

 令和４年 10 月 25 日 

保健・疾病対策課 

１ 計画策定の趣旨   

 自殺対策基本法（平成 18 年法律第 85 号）第 13 条第１項の規定により、自殺総合対策大綱

及び地域の自殺の実情を勘案して、都道府県における自殺対策計画を策定することが義務付

けられています。 

２ 検討体制  

 関係団体、行政機関等で構成する有識者会議及び庁内会議により検討を行います。 

 

３ 策定スケジュール（見込）  

  

４ 計画期間  

 令和５年度（2023 年度）から令和９年度（2027 年度）（５年間） 

 

資料３ 

00207771
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次期長野県自殺対策推進計画策定の方向性について 

令和４年 10月 25日 

保健・疾病対策課 

■ 長野県の自殺の現状   

〇 全世代の自殺死亡率（人口 10万人対）【目標 13.6以下（R4年）】 

区 分 

計画策定前

H28 

R2 R3 計画策定前と

R3の比較 

① ② ③ ④（③-①） 

長野県 16.5 17.5 16.3 △0.2 

全 国 16.8 16.4 16.5 △0.3 

〇 子ども（20歳未満）の自殺死亡率（人口 10万人対）【目標 自殺ゼロ（R4年）】 

区 分 

単 年 ５年平均 

戦略策定

前 H29 

R2 R3 策定前

と R3の

比較 

戦略策定

前 H25～

H29 

H28～R2 H29～R3 策定前と

H29～R3

の比較 

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

(⑦-⑤) 

⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 

(⑪-⑨) 

長野県 3.87 4.13 4.80 +0.93 3.97 3.89 4.26 +0.29 

全 国 2.59 3.68 3.74 +1.15 2.44 2.89 3.18 +0.74 

■ 問題意識   

 ○ 現計画に記載の具体的取組のうち、コロナ禍による一部中止があるものの８割以上を実施

した。しかし、数値目標の達成は困難な状況にある。（【資料２】参照） 

今後、より実効性のある対策を行うためにはどういった取組を進めるべきか。 

■ 次期長野県自殺対策推進計画の方向性   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 

低           自殺のリスク          高 

基本施策 重点施策 

20歳未満 

生活困窮者 

働き盛り 

（勤務問題） 

（新） 

自殺未遂者 

○子どもの特性に配慮した対策 

○ハイリスク者への危機介入（「子どもの自殺危機 

対応チーム」の体制強化） 

○発達障がい施策との連携 等  

○地域における支援機関との連携 

○生活困窮者自立支援制度、孤独孤立対策との連携 

○新型コロナの影響への対策 等  

○失業者支援 

○ハラスメント対策 

○職場のメンタルヘルス対策 

○経営者・個人事業者への支援 等  

○再企図につながるハイリスク者への支援 

○救急搬送後の精神科医療、関係機関との連携 

○法的支援・誹謗中傷対策 

○生活の平穏への配慮 等  

数値目標 
・自殺死亡率 13.6 以下（S42） （（大綱）H27 比で 30％以上減少（H27:18.2→12.7 以下）） 

・子ども（20 歳未満）の自殺をゼロに近づける。 

00207771
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具体的取組(例)
必要なこと

(中間アウトカム１)
必要なこと

(中間アウトカム２)
必要なこと

(中間アウトカム３)
必要なこと

(分野別アウトカム)
最終ゴール

（最終アウトカム）

北村先生
駒瀬先生
西沢先生

専門家による詳細・
丁寧な分析

子どもたちの自殺の
要因が把握されてい
る

自殺の要因に応じた
対策がなされている

スクールカウンセ
ラー・スクールソー
シャルワーカーの設
置

ハイリスクの子ども
への危機介入ができ
ている

子どもの自殺危機対
応チームの稼働

未成年者の自殺者が
いない

誰も自殺に追い込ま
れない信州が実現し
ている

塚田先生

SOSの出し方に関する
教育の実施（義務教
育を終えるまでに、
相談することに意味
を見出す体験）

子どもがSOSを出すこ
とができている

自殺対策に関する研
修の実施

SOSの受け止め方研修
の実施

周りの人が子どもの
SOSを受け止めている

佐々木先生

20歳未満の者を適切
に受け入れられる医
療機関数や患者数の
実態調査の実施

精神科医療機関や自
殺のハイリスクの子
どもの実態が把握で
きている

自殺のリスクが高
まった時に精神科医
療機関の受診ができ
る。

塚田先生
SNSを活用した相談窓
口の設置

相談窓口があり、い
つでも相談できる

いじめがない 学校生活が楽しい
子どもたちが生き生
きしている

理解できないところ
を具体的に教えても
らえる

授業が理解できてい
る

障がいがある子もな
い子も平等に学ぶ場
がある

障がいの有無に関係
なく学び合えている

子どもたちの多様性
が認められている

学校に居場所がある

子どもたちが自己有
用感を感じられてい
る

宮嵜先生
全ての子どもと１日
１回向き合える時間
の確保

先生がいつでも向き
合ってくれている

森田先生
スクールコーチの派
遣

いつでも相談できる 虐待がない
家族全員が仲良く暮
らしている

矢島先生
保護者等への人権教
育の実施

親・家庭が子どもの
人権を守ることがで
きている

森田先生
子どもに愛情表現す
るためのワーク
ショップ等

親・家族が子どもに
愛情を注いでいる

困窮している家庭が
確実に把握できてい
る

生活が困窮していな
い

いつでも相談できる

支援体制が整ってい
る

圏域ごとに相談支援
のための体制ができ
ている

地域で子どもを支え
ている

矢島先生
不登校気味になった
時から相談窓口を周
知

地域に子どもの居場
所がある

様々な大人の体験
談・考えに触れる

将来の夢がある

将来について教える
機会が提供されてい
る

いつでも相談できる
勤務関係・生活関係
で悩みがない

大人が生き生きして
いる

メンタルヘルス等職
場環境が整っている

第4次長野県自殺対策推進計画　20歳未満の自殺対策ロジックモデル（案）
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長野県における自殺未遂者支援実態把握調査結果について 

（市町村及び救急告示医療機関） 

1 

 

１ 調査目的 

コロナ禍の影響もあり全国的に自殺者数の増加が懸念される中、県内におけるハイリスク者

である自殺未遂者への支援の実態を把握し、地域の支援機関との連携による支援などの施策

を検討し、今後の具体的な取組につなげる。 

 

２ 調査対象 

  調査１：長野県内救急告示医療機関（89病院） 回答数 67、回答率 75％ 

  調査２：長野県内市町村（77自治体） 回答数 77、回答率 100％ 

 

３ 調査内容 （調査対象期間：R２．４．１～R3.12.3１） 

  自殺未遂者発見後の支援や連携状況、自殺未遂者支援にあたっての課題等 

  〇調査１（救急告示医療機関）：身体的処置後の対応状況、外部の支援機関との連携状況、連

携上の課題、マニュアル等の整備状況等 

  〇調査２（市町村）          ：自殺未遂者に係る情報提供を受けた実績、情報提供を受けた

後の対応状況（具体的な対応策、連携機関、支援の課題）等 

 

４ 結果 

【調査１：救急告示医療機関】 

（１）市町村と連携を行った実績があると回答した医療機関は少なかった。（１5件・22.4%） 

（２）半数以上が自殺未遂者の院内対応におけるマニュアル等の必要性を感じていた。 

（36件・５3.7%） 

一方で実際にマニュアルやフローを作成している医療機関は一割程度であった。（6件・9.0％） 

（３）外部機関へつなげる際の最大の課題は、本人の不同意であった。（28件・41.8％） 

【グラフ 1 外部の支援機関へつなげる際の課題（救急告示医療機関） ※複数選択】 

 

0 5 10 15 20 25 30

本人同意が得られない

自殺未遂者支援ネットワークがない

外部の支援機関の対応時間外のため、情報提供できない

つなぐ先はあるが、受入れ対応が整っていない

所属の院内でつなげるための体制が整っていない

家族の拒否が強い

課題はない

外部支援機関につなぐ必要性を感じていない

その他

（件） 

資料４ 
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長野県における自殺未遂者支援実態把握調査結果について 

（市町村及び救急告示医療機関） 

2 

 

（４）多くの医療機関で自殺未遂者支援ネットワークへの参画に関心を示していた。（71.6％） 

【グラフ 2 地域で自殺未遂者支援ネットワークが構築される場合、参画の考え】 

 

【調査 2：市町村】 

（１）自損行為による救急搬送件数（令和２年 499 件：長野県消防統計）と救急告示医療機関か

ら市町村への情報提供の件数（令和２年度：7件）には大きなギャップがあった。 

（２）市町村においても対象者の個人情報の取扱いに苦慮している市町村が半数以上あった。 

【グラフ 3 自殺未遂者支援にあたり課題となっていること（市町村） ※複数選択】 

 

 

 

 

10.4%

55.2%

6.0%

7.5%

20.9%

基本的に参画は可能

具体的なネットワークの仕組みを見ないと判断

できない

すでに地域（市町村や二次医療圏）でネット

ワークができている

基本的に参画することは考えていない

未回答

 

0 10 20 30 40 50

支援や介入をするマンパワーが足りない

個人情報の取扱いが難しい

どこにサポートを求めたら良いか分からない

支援機関との連携体制（ネットワーク）ができていない

その他

特段ない

（件）
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長野県における自殺未遂者支援実態把握調査結果について 

（市町村及び救急告示医療機関） 

3 

 

（３）多くの市町村では、地域での自殺未遂者支援ネットワークへの参画に関心を示していた。 

【グラフ４ 地域における自殺未遂者支援ネットワークについての考え（市町村）】 

 

５ 今後の自殺未遂者支援が目指す方向性について 

・圏域の既存のネットワーク会議等を活用しながら、自殺未遂者支援について情報交換や協議する

場を設け、機関同士が連携して自殺未遂者に対応する枠組みを構築していく。 

・自殺未遂者の搬送後の対応については、既に策定している医療機関のマニュアル等を参考に、整

備を進めていく。 

・自殺未遂者の個人情報の取扱いに関するルール等を明文化し、自殺対策関連の庁内会議やネッ

トワーク会議で共有、再確認をすることでスムーズな連携を可能とする。 

・自殺未遂者への救急出動や搬送を担う消防部門への追加調査を行う（R４．５に実施）。 

 

55.8%

14.3%2.6%

27.3%

ネットワークを構築したいが、どのようにしたらよ

いか分からない

すでに地域（市町村や二次医療圏）でネット

ワークができている

ネットワークを構築する予定がある

その他
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1 

 

長野県における自損行為者の救急出動実態調査（消防版）について 

 

１ 調査目的 

自殺ハイリスク者である自殺未遂者の実態を把握し、消防部署と地域の支援機関がどのように

連携して自殺未遂者支援を実施すべきかを検討するため。 

 

２ 調査対象 

  長野県内の消防本部及び消防局（13か所）※回答数 13、回答率 100％） 

  調査期間：令和２年１月１日から令和３年 12月 31日 

 

３ 調査内容 

  自損行為による救急出動件数や自損行為をした傷病者の搬送先医療機関、救急出動対象者

支援として取り組んでいること等。 

 

４ 結果 

（１）年間 700人強が自損行為による救急出動を要請されている（うち 15％が自殺既遂者）。 

（２）不搬送理由は、「明らかな死亡」が最も多く、次に本人の拒否（不搬送の承諾）となっている。 

（３）外部機関への紹介、連絡、本人家族へ相談窓口のリーフレットを渡しているのは１機関ずつの

み。 

（４）地域での自殺未遂者支援ネットワークに参画しているのは６機関。残り７機関も関心は示して

いる（２機関は参画可能、５機関は具体的な仕組みを見てから検討）。 
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３ 救急出動対象者支援として取り組んでいること 

回答 機関数 

外部機関（搬送先以外）の紹介 1 

外部機関への連絡 1 

本人、家族への相談窓口リーフレットを渡す 1 

自死遺族交流会の紹介 0 

その他 0 

該当なし 11 
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５ 今後の方向性について 

・不搬送者やその家族に対し、消防職員からリーフレット等を渡して相談窓口の情報提供を行うこと

を検討する。 

・自損行為搬送者を、精神科が併設されていない救急告示医療機関から、地域の精神科医療機

関へつなぐ体制を推進する。 

・先進的な取り組みをしている医療機関や消防署のノウハウを広げ、リスクの高い自損行為者の情

報を支援機関で迅速に共有できる体制作りを進める。 

・自殺対策に関するネットワーク体制が未整備の圏域では、ネットワークを構築していく。ネットワー

クがある圏域であっても、自殺未遂者支援に関する協議が十分ではない場合もあるため、ネットワ

ーク会議の中で、自殺未遂者支援に関するテーマを取り扱い、具体的な連携方法を模索していく。 

・自殺未遂者支援に携わる職員への継続的な研修と、未遂者支援に特化した財政措置等の支援

を行っていく。 
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自殺未遂者支援 フローチャート（イメージ図） 
 

消防本部 本人・家族 

医療機関 

・リーフレット等を渡し、相談窓口を紹介する 
・市町村の保健師が相談対応できることを本人又は家族に説明する 
・情報提供の同意を確認する 

精神科主治医
がいる 
 
主治医に連絡 

精神科主治医
がいない 
 
専門医療機関
へ紹介 

情報提供の同意あり 
 
市町村へ情報提供 
（ 口 頭 又 は 概 要 資
料） 

精神科医療機関へのつなぎ 市町村や関係機関へ連絡 

情報提供の同意なし 
 
※同意が得られなく
ても生命の危険があ
る場合など緊急かつ
やむを得ない場合、
情報提供する（同意
が得られない理由を
添える） 

市町村 

・電話や訪問、面接による介入、アセスメント 
・問題解決に向けた継続支援、必要に応じケース会議の開催 
・対応後は医療機関へ対応した結果を報告 

救急搬送 来院 

本人・家族 

関係機関 

・医療機関     ・消防本部 
・警察       ・精神保健福祉センター 
・保健福祉事務所  ・地域総合支援センター 
・まいさぽ     ・地域（⺠生委員等）  等 

連絡 
 
相談 

連携 情報提供 
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